＜令和８年度平井海水浴場における売店の応募について＞

（平井海水浴場開設について）
●令和8年度の平井海水浴場の開設期間は下記のとおりとなります。

　　　　　開設期間：令和8年7月18日（土）から

令和8年8月16日（日）まで　　　　30日間

　　　　　開設時間：9時から16時

●平井海水浴場売店出店許可は上記期間となります。

それ以外の期間については，鹿嶋市で許可することはできません。
（公募概要について）
●公募期間：令和8年6月1日（月）～令和8年6月9日（火）まで
●公募上限：2軒
●審　　査：平井海水浴場運営対策協議会による審査を行います。
（必要書類）
１　鹿嶋市平井海水浴場区域内　売店許可申請書
２　市税等の納付状況の確認について

３　誓約書

４－１　海岸保全区域（一般公共海岸区域）占用許可申請書

４－２　海岸保全区域（一般公共海岸区域）占用許可申請書添付書類

　　　　（売店構造図や設計図書など，任意書式）

　　
（注意事項）

●出店者については，税に未納がないことが許可条件となりますので，諸税が完納であること。
●中央に観光客動線の砕石が設置されていますので，その部分を開けて海水浴客売店を設置してください。
また海岸への設置であり台風等による被害も想定されますので，それに耐えうるように構造・部材等に配慮願います。設置内容については現地を確認することがあります。

●給排水設備は指定位置から売店までは各自で引き込んでください。
　仮設給排水設備設置の設置場所については、後日日程調整の上事前確認のため現地立ち合いをします。

なお，メーター器を取り付け，使用量に応じて期間終了後に上下水道料を請求します。
●電気については，トイレ脇までは常設電柱が設置されます。そこから売店までは各自で仮設電気工事の申請を行い，工事を行ってください。

●売店許可以外の申請についても，必要な許可を受けて営業を行ってください。その他必要な法令は遵守されますよう願います。

●基本的にはレンガ敷きには車両の進入はできません。朝7:00～8:30の時間帯のみ車両の進入可とします。ルールを守るようにしてください。それ以外の時間帯は，売店出店者用の駐車場を確保しますので，レンガ敷きには車両の進入は絶対に行わないでください。

　また，海水浴客の安全確保のため，海岸への車両の進入は絶対に行わないでください。

●平井海水浴場駐車場への売店出店者関係の駐車証の発行については，1店舗につき設営業者分を含めて10台とさせていただきます。
　後日郵送にて駐車証を発行します。
●売店設置工事は茨城県への占用申請期間内でお願いします。また撤去工事も同じく茨城県への占用申請期間内で行うようにしてください。月単位のため，９月になってからの使用については，茨城県の占用料がさらに1ヶ月分追加となることになりますのでご注意ください。

●地震及び津波警報等の発生時には，海水浴客の誘導に協力をお願いします。
●サメの発生や災害等，やむを得ない事情を考慮し，開設期間途中で海水浴場を閉鎖することもあります。その場合であっても営業に対する補償等は開設者で一切いたしませんので，ご了承ください。
（海岸保全区域占用申請）

　申 請 先＝茨城県鹿島港湾事務所　TEL：0299-92-2112（担当部署：港営課）

　申請書類＝4－1「海岸保全区域占用許可申請書」

4－2添付書類：売店の平面図・立面図・設計図

※位置図，売店許可書（写し）はこちらで用意します。

　占 用 料＝１㎡につき　340円／月

★占用期間＝設置・撤去期間を含めた期間となります。海水浴場開設期間に，設置及び撤去の日数を加えるため，占用料の支払いは2カ月分（１㎡につき　680円）になります。

　★申請について＝鹿嶋市でまとめて提出します。後日，占用料の納付書が県から送られてきますので，占用料を納付いただき，領収印を確認したのちに許可証をお渡しします。
（食品営業許可申請）

申 請 先＝茨城県潮来保健所　TEL：0299-66-2116（担当部署：衛生課）

　※営業品目によって申請内容が異なるため，事前に上記に確認のこと。

　　　　　　例）ラーメン・焼きそば販売の場合

申 請 料＝申請手数料　8,200円

★店舗の付帯設備等について一定の基準を満たさなければ許可が下りません。

詳しくは保健所にお問合せください。また，申請後（店舗設置後）に現地での検査があります。

検査は開設前に受けることになりますので，日程に余裕を持って申請してください（６月末が目安です。）。

　
　★営業品目以外の品を提供した場合、許可申請が取り消される可能性があります。
　　営業品目は漏れが無いように申請してください。

　なお，食品営業許可が下りましたら，許可書の写しの提出をお願いします。

